
Ⅴ．整備の基本方針 

１．野鳥公園の目指す姿（目標像） 

9 

 

 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

博多駅 
天 神 

福岡空港 

アイランドシティ 

中央ふ頭 

箱崎ふ頭 

＜都心に近接するエコパークゾーン＞ 

（約１０km） 

エコパークゾーン 
（約550ha） 

香 椎 

（１）検討の流れ  

（２）野鳥公園の目指す姿（目標像） 

 【環境の保全・創造】 

  ①渡り鳥が利用する場 

    博多湾には，毎年多くの渡り鳥が飛来し，休息場や採餌場は，和白干潟や今津干潟など， 

   博多湾全体で確保され，野鳥公園は主としてシギ・チドリ類の休息場となることを目指します。 

  ②エコパークゾーンの豊かな自然を実感できる場 

    エコパークゾーンにおいては，鳥類をはじめ，底生生物・魚類・植物など，多様な生物の生息・ 

   生育環境が保全・創造され，野鳥公園は，エコパークゾーンで保全・創造された豊かな自然を 

   目の前で実感できる場となることを目指します。 
    
 【市民の交流・学習】 

  ③身近に自然とふれあえる場 

    身近に自然とふれあい，憩いや安らぎを享受できる貴重な空間として，多くの市民が利用する 

   場となることを目指します。 

  ④環境学習の拠点 

    都心に近接する野鳥公園は，普段は自然にふれあう機会が少ない市民が，長年にわたるエコ 

   パークゾーンの取組みなどを気軽に学び，体験できる環境学習の拠点となることを目指します。 
 
 【様々な活動の連携】 

  ⑤多様な主体が関わる場 

    環境に興味をもつ市民や，社会貢献したい企業，環境保全に取り組むＮＰＯなど，多様な主体 

   が野鳥公園に集い，連携して野鳥公園の成長に向け，取り組む場となることを目指します。 

 

野鳥公園のこれまでの検討経緯 
（専門家等からの提言等） 

エコパークゾーンにおける取組み 
（環境保全・創造等） 

野鳥公園ラウンジカフェの成果 
（市民意見の取込み） 

周辺自然環境 
周辺緑地・公園整備等 

野
鳥
公
園
の
目
指
す
姿
（
目
標
像
）
 

 野鳥公園整備プラン 
 
 （１）基本コンセプト 

 （２）整備の方向性 

 （３）ゾーニング 

 （４）各ゾーンの機能と施設 

 （５）平面図 

 （６）基本整備計画 

自然との 
身近なふれあい 

環境学習の拠点 
多様な生物の 

生息環境の創出 

人と自然との共生を象徴する空間 

 

 

 エコパークゾーンのこれまでの取組みや，野鳥公園ラウンジカフェでの成果等を踏まえるとともに，

「野鳥公園整備に関する検討委員会」より，専門的見地から意見や助言をいただきながら，整備プ

ランをとりまとめました。 野鳥公園（約12ha） 

 野鳥公園を含むエコパークゾーンは，１５０万の人口を抱える都心近くにありながら，豊かな自然環

境が存在する貴重な空間であり，人と自然との共生を象徴する空間として整備します。 環境の保全・創造 エコパークゾーン（約550ha）における取組み 

交流・学習 市民活動 

野鳥公園 
（約12ha） 

さ い じ じ ょ う  



Ⅴ．整備の基本方針 

２．基本コンセプト （野鳥公園ラウンジカフェより） 
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４．ゾーニング 

 整備の視点で位置づけた空間を以下の４つにゾーニングします。また，「環境学習・市民交流拠点   

機能の創出」については，野鳥公園全体で実現していきます。 

 

（１）身近に生きものを感じられる空間の創出  ・・・  自然を育てる・学ぶ 

  ①自然の成長を学ぶゾーン 

    市民やNPO等，多様な主体が共働で自然形成に携わりながら，時間経過とともに自然が成長 

   する過程を学習する空間を創出します。 
 
  ②海の自然を学ぶゾーン 

    海生生物や野鳥の生息環境を創造し，観察等を通して，海域の生物多様性や環境保全の重    

   要性について学習する空間を前面海域に創出します。 

 

（２）自然に親しむ空間の創出  ・・・  人が楽しむ・にぎわう 

  ③海辺に親しむゾーン 

    遊歩道と緑を配置し，海辺を感じ親しみながら歩きたくなる空間を水際線に創出します。 
 
  ④自然を楽しむゾーン 

    訪れる人々の交流が図れるとともに，エコパークゾーン全体を一望したり，休息やピクニックなどを 

   通してくつろぐこともできる空間を創出します。 

 

＜ゾーニング図＞ 

３．整備の方向性 

（１）整備の基本的な考え方  

  ①エコパークゾーンとの一体的な整備 

    ・エコパークゾーン全域をいわば「大規模な野鳥公園」 

     ととらえ，野鳥公園とエコパークゾーンで機能分担や 

     連携を図ります。 

    ・エコパークゾーン全体を見渡せるロケーションを活かし， 

     エコパークゾーンの魅力を感じるための眺望を確保し 

     ます。 

    ・将来にわたりエコパークゾーンの豊かな自然環境を 

     保全創造していくため，生態系の保全に加え，海域に 

     おける水質・底質の改善等，さらなる環境質の向上を図ります。 
 
  ②「みんなで関わる」を実践する場所 

    ・多様な主体と共働で野鳥公園づくりを進めます。 

    ・アイランドシティにおいて周辺のまちづくりと調和した公園づくりを実践します。 
 
  ③自然の成長を促す段階的な整備 

    ・時間とともに成長する野鳥公園の基礎となる整備を行います。 

    ・公園として造りこむ場所と，多様な自然の形成を可能とするため，自然の成長にまかせて基盤 

     づくりのみを行う場所を区分します。 

    ・長期的な視野に立ち，多様な主体が継続的に自然形成に携わりながら，順応的管理手法を 

     用いて段階的整備を行うことにより，自然環境の充実を図ります。 

 

（２）整備の視点 

  ①身近に生きものを感じられる空間の創出 

     自然に興味をもち，豊かな生態系が形成されているエコパークゾーンの魅力を感じるきっかけと 

    なるように，身近に生きものを観察することができ，また，自然の成長に自ら携わることを通して， 

    自然の成長を体験できる空間を創出します。 
 
  ②自然に親しむ空間の創出 

     やすらぎや癒しを得られるように，エコパークゾーンの豊かな自然を眺め，楽しむ場所や，海と緑 

    の豊かさを感じられる空間を創出します。 
 
  ③環境学習・市民交流拠点機能の創出 

     環境について主体的に学ぶことができる学習拠点機能や，市民による環境保全等の取り組みに 

    ついての情報を発信し，多様な主体の連携を支援する市民交流拠点機能を創出します。 

 

成長する野鳥公園 ～人と自然が共に成長し続けるために～ 

エコパークゾーン 



ゾーン 導入する主な機能 「ラウンジカフェ」を踏まえた活動例 施設要素

■生物生息環境（陸域）の創出

・地形に起伏をもたせ，水辺から丘陵地へと続く多様な自然環境の展開が可能となる場を創出する。

■鳥類の生息場

・干潟を主要な生息場として利用している鳥類（主にシギ・チドリ類）の休息場を設け，飛来する野鳥を

観察する。

■市民共働による環境創造

・多様な主体が共働して，成長する自然を管理する。

■自然の成長を通した環境学習

・新たに創出した自然環境が成長していく過程や生態系を体験学習する。

■生物生息環境（海域）の創出

・水・底質の改善，貧酸素水塊の影響軽減に向けた環境改善施策を実施し，多様な生物生息環境の

展開が可能となる場を創出する。

■鳥類の生息場

・干潟を主要な生息場として利用している鳥類（主にシギ・チドリ類）の休息場を設け，飛来する野鳥を

観察する。

■市民共働による環境創造

・多様な主体が共働して，成長する自然を管理する。

■自然の成長を通した環境学習

・新たに創出した自然環境が成長していく過程や生態系を体験学習する。

■親水緑地

・緑に親しみ，海を身近に感じながら，散策や休息をすることができる。

■眺望

・対岸に連なる博多湾東部の豊かな自然や周辺海域に飛来する野鳥等を一望できる。

■自然の成長を通した環境学習

・新たに創出した自然環境が成長していく過程や生態系を体験学習する。

■広場

・ピクニック等による憩いや，自然とのふれ合いを楽しむ人々の集いによって，にぎわいをもたせる。

■眺望

・対岸に連なる博多湾東部の豊かな自然，アイランドシティの港湾物流施設や緑に囲まれた街並み，

周辺海域に飛来する野鳥等を一望できる。

■市民共働による環境保全

・市民共働で園内の環境を保全する。

・野鳥観察会

・生きもの観察会

・自然観察のクラブ活動

・生物モニタリングや研究活動

・市民による植生づくり

・家族での散策 など

・湿地

・丘陵地

・アマモ場づくり

・生きもの観察会

・自然観察のクラブ活動

・生物モニタリングや研究活動 など

・浅場

・アマモ場

・石組み

・家族での散策

・野鳥観察会

・生きもの観察会

・自然観察のクラブ活動

・市民による植樹 など

・外周緑地

・自然環境や野鳥に関する学習やイベント

・海を見ながらくつろげるピクニック

・周辺小学校による遠足

・市民による植樹

・家族での散策 など

・広場

・築山

■環境学習・情報発信の拠点

・エコパークゾーン等の自然環境の情報発信や環境学習を行う。

・市民団体やNPOによる環境保全活動等の取り組みについて情報を発信する。

■市民共働による環境創造

・多様な主体が共働して，成長する自然を管理する。

・自然環境や野鳥に関する学習やイベント

・ボランティア養成講座

・公園の管理運営に関する集会 など

・ガイダンスセンター

【自然の成長を学ぶゾーン】

【海の自然を学ぶゾーン】

【海辺に親しむゾーン】

【自然を楽しむゾーン】

【環境学習・市民交流拠点】
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５．各ゾーンの機能と施設要素 

Ⅴ．整備の基本方針 

つ き や ま  



Ⅴ．整備の基本方針 

①自然の成長を学ぶゾーン ②海の自然を学ぶゾーン 
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③海辺に親しむゾーン ④自然を楽しむゾーン 

生物モニタリング 

野鳥観察会 

生きもの観察会 

アマモ場づくり 

家族での散策 

生きもの観察 

周辺小学校による遠足 

眺望（ピクニック） 
市民による植樹 

家族での散策 

６．平面図（整備イメージ） 

グリーンベルト 

戸建住宅 

戸建住宅 

戸建住宅 

集合住宅 

７．各ゾーンの活動イメージ 

② 

 ・シギ・チドリ類の休息場 
 ・人の立ち入りを制限 

シギ・チドリ類の休息場 

エコパークゾーンを一望
できる視点場の確保 

 グリーンベルトとの      
 動線を考慮し配置 

 花木を北風 
 から守る起伏 

海の自然を学ぶゾーン 

 グリーンベルト     
 からのアイストップ 

環境学習・イベント 

○アイランドシティ中央公園と比較 

せ ん て い  

つ き や ま  

・野鳥公園
（約12ha） 

・アイランドシティ中央公園
（約15.3ha） 



（１）浅場 

  ・野鳥公園の前面海域に，航路の浚渫土砂を有効活用した浅場造成を検討します。 

  ・浅場には，豊かな生物の生息環境を創造するアマモ場造成や，野鳥が休息できる石組み 
   を設置します。 

  ・石組みは，形状や設置位置の工夫により，採餌場及び様々な海洋生物の生息環境が 

   創出されるよう努めます。 

 

 

 

 

 
（２）和白海域の環境改善   

  エコパークゾーン環境保全創造計画を踏まえ，生物生息環境の改善を図るとともに，主に夏季に 
 発生する貧酸素水塊の発生抑制に向け，航路の浚渫土砂を有効活用した覆砂等の底質改善策を 
 検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）効果の検証 

  海域環境改善の実施にあたっては，工法や浚渫土砂の材質，環境改善の効果を十分に検証 
 しながら進めていきます。 

Ⅵ．基本整備計画 

１．造成計画 ３．海域環境の改善 

（１）自然な起伏 

  ・人と自然との共生を象徴する空間となるよう，地形の変化によりリズムをもたせます。 

  ・擁壁等をできるだけ減らした，より自然に近い起伏とします。 

（２）湿地造成 

   野鳥が安心して休息できる空間とするため，湿地に集まる野鳥が，公園利用者や周辺住宅の 
 住民から見下ろされないよう，周囲より地盤を高くします。 

（３）築山造成 

   エコパークゾーンの雄大な眺望を楽しめる空間となるよう，築山を造成します。 

（４）防風対策 

  ・公園利用者等が受ける北風の影響を軽減するよう起伏を設けます。 

  ・花木の成長の妨げとなる潮風の影響を軽減するよう起伏を設けます。 
 

広場 湿地 

野鳥が公園利用者から 
見下ろされない地盤高 

公園利用者への 
北風を防ぐ起伏 

築山 

エコパークゾーンや         
野鳥公園を一望できる 

海域（浅場） 

湿地 
戸建住宅 外周緑地 

・野鳥が住宅地や公園利用者から見下ろされない地盤高 

・野鳥の生態に配慮した見通しの確保 

H.W.L時の  
水深0～50cmエリア L.W.L時の  

水深0～50cmエリア 

L.W.L時の  
水深0～50cmエリア 

底面に緩やかな起伏を設けることで，                
水深の変化による多様な水辺環境を創出 

遮水層（粘土，防水シートなど） 

＜断面イメージ＞ 

＜造成の考え方＞ 

２．湿地整備の考え方 

（１）湿地の概要 

  ・シギ・チドリ類の休息場機能を確保するため，水面の面積約1ha（最大時），深さ０cm～50cm 
    程度の湿地を整備します。 

  ・湿地は雨水を供給源としますが，水量をコントロールできるよう中水等の導入を検討します。 

  ・環境学習等で湿地に近づけるよう，維持管理用を兼ねた通路を設置します。 

（２）湿地の周辺環境 

  ・シギ，チドリ類の生態を考慮し，人の立ち入りを制限します。また，見通しを確保するため， 
    地盤を緩勾配とするとともに，湿地周辺には基本的に植栽は行いません（自生は除く）。 

  ・地盤の地質は，レキ質，砂質，粘土質など，多様な環境を創出し，地質の違いによる野鳥の 
   利用状況を継続的にモニタリングしていきます。 

H.W.L：最大水深（降雨後など） 

L.W.L：最小水深（晴天続き時など） 

覆砂

浅場造成

野鳥公園（計画）

※実施にあたっては、底質があまり良く

ない東側から行い、効果を確認しな

がら西側へと展開（順応的管理手法）

＜エコパークゾーン環境保全創造計画（H22年3月）より＞ 

○和白干潟ゾーンでは，貧酸素水塊の発生が見られることから，同ゾーン内の環境特性に応じた環境
○改善対策を講じていく必要があり，覆砂は貧酸素水塊等の改善に最も有用な手法と考えられる。 

○覆砂の実施に当たっては，底質があまりよくない中央ゾーン（東側）から行い，効果を確認しながら，
○西側へと段階的に範囲を拡大していく方法が望ましい（順応的管理手法）。 

○なお，覆砂材として博多湾内の浚渫土砂などを有効活用するなど，工夫を凝らしながら新たな効果
○を付加していくことも必要。 

○覆砂材については，水産用水基準を満たすことはもちろん，周辺の底質の粒度組成や将来の浮泥
○の堆積なども考慮して，粒度条件を設定していくことが重要であり，粘土・シルト分が10％以下である
○ことが望ましい。 

＜断面イメージ＞ 

石組み 

現地盤 

アイランドシティ 
の護岸 

潜堤（砂の流出防止） 
アマモ場 浅 場 
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ふ く さ  

ふ く さ  

ふ く さ  

ふ く さ  

ふ く さ  

せ ん て い  

つ き や ま  

し ゅ ん せ つ  

し ゅ ん せ つ  ふ く さ  

さ い じ じ ょ う  



野鳥の利用域 

Ⅵ．基本整備計画 
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（２）多様なルート 

   野鳥の生息環境に配慮するため，野鳥の飛来時期に一部ルートを封鎖することも想定し，多様な 

   ルートを設けます。 

   ①親水ルート 

     ・エコパークゾーンの水域を楽しみながら散策等ができる空間で，護岸の維持管理用道路と 
      しても活用します。 

     ・アイランドシティにおいて，これまで整備してきた外周緑地との連続性をもたせます。 

   ②緑陰ルート 

     ・クロマツなどの樹林地の中を，憩いや，安らぎを感じながら散策ができる空間とします。 

     ・緑陰により，野鳥の視界から人の気配を消すことができるよう整備します。 

   ③散策ルート  

      四季の花木や花々を愛でながら，北風の影響を受けずに散策できる空間とします。 

（３）構造 

   バリアフリーに配慮するため，「福岡市福祉のまちづくり条例」に基づき，幅員４ｍ，最大縦断勾配 
  ４％を基本とします。 

４．動線計画 

野鳥の利用域 

補完動線 

グリーンベルト 

（１）アイランドシティ事業計画との整合 

  ・アイランドシティ全体の自転車・歩行者ネットワークを踏まえた動線計画とします。 

  ・野鳥公園内は，外周緑地から続く自転車・歩行者ネットワークをつなぐ動線計画とします。 

＜アイランドシティ事業計画（H21年12月）＞ 

■歩行者ネットワークの充実 

 〇歩道や公園・緑地，宅地内通路などを有機的 
   に連携させ，まちの回遊性を向上させる。 

 〇子どもから高齢者までが，楽しく安全に歩くこと 
   ができる歩行者ネットワークの充実を図る。 

 
■自転車利用の促進 

 〇東部副都心の香椎方面，自然豊かな海の中 
   道方面への自転車走行空間の確保を図り， 
   既成市街地や周辺水域とのネットワークを形 
   成する。 

 〇アイランドシティ全域において自転車走行空間   
   の積極的な確保を図ることにより，自転車で安 
   全に楽しく走行でき，歩行者も安心して歩くこと 
   ができるまちづくりを推進する。 

＜緑陰ルートのイメージ＞ 

緑陰ルート 

親水ルート 

上空の鳥からの目隠しとなるよう，

園路の両側に高木を配置 

園路利用者が閉鎖感を感じないよう，

斜面側植栽の下部は見通しを確保 

海上の鳥からの目隠しとなるよう，幼木や苗木

を組み合わせ，地上付近の見通しを制限 

海域 

＜野鳥の生育環境に配慮したルートの考え方＞ 

＜多様なルートの配置＞ 

外周緑地 

外周緑地 

野鳥公園 

自転車・歩行者 
ネットワークの一部 

外周緑地 

外周緑地 

自転車・歩行者ネットワーク 



 （１）外周緑地 

     北風（潮風）の影響を考慮し，耐潮性のある樹種を選定します。 
      （クロマツ，ハマボウ，トベラ等） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     整備にあたっては，市民との共働による植樹を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）築山 

   ・視点場からの眺望を確保するとともに，築山の稜線を作りながら林間のレクリエーション利用が 
    できるような見通しのよい疎林とします。 

   ・頂上までの散策を楽しめるよう，樹木の配置を検討します。 
     （シイ、タブ、カシ、ナナミノキ、アキニレ、オオシマザクラ、エゴノキ、サルスベリ、ニセアカシア、ムクノキ等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）広場 

   ・多目的な活動ができる，「はらっぱ」となるよう樹種を選定します。 

   ・くつろげる空間となるよう，日陰をつくる樹木の配置を検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）湿地 

    シギ・チドリ類の生態を踏まえ，湿地周辺の見通しを確保するため，基本的に植栽は行いません   
○●（自生は除く）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）住宅地沿い 

   ・良好な住景観と一体となり，高質な空間となるよう四季の花木，花をおりまぜた植栽を行います。 
    （シイ、カシ、シマトネリコ、オガタマ、オリーブ、ゲッケイジュ、ナナミノキ、カナリーヤシ、ブラッシノキ、イロハモミジ、  
      ウミネコザクラ、オオシマザクラ、エゴノキ、コブシ、シモクレン、ザクロ、フヨウ等） 

   ・潮風の影響が少なく，人通りが多い箇所を選定し，市民による記念植樹等を検討します。 

Ⅵ．基本整備計画 
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５．植栽計画 

＜植栽ゾーニング図＞ 

（１）外周緑地 

（２）築山 （３）広場 

（５）住宅地沿い 

（４）湿地 

＜クロマツ＞ ＜ハマボウ＞ ＜トベラ＞ 

＜タブノキ＞ ＜ナナミノキ＞ ＜エゴノキ＞ ＜サルスベリ＞ 

＜ノシバ＞ ＜センダン＞ 

＜シモクレン＞ ＜ブラッシノキ＞ ＜フヨウ＞ ＜オリーブ＞ 

＜水辺と湿地＞ 

＜海の中道海浜公園（環境共生の森）＞ 

 

・野鳥公園内をゾーニングし，利用特性に応じた植栽を計画します。 

・アイランドシティ及び周辺の既設公園・緑地の生育状況や，野鳥公園予定地で自生している植生を 
・参考に，樹種の選定や配植を行います。 

つ き や ま  

つ き や ま  



・植栽にあたっては，極力中木を植えないなど，見通しに配慮した配植とします。 

・照明灯の設置に当たっては，福岡市公園設計指針（福岡市住宅都市局公園緑地部）に基づき， 
・必要な照度を確保します。 

・園路については，防犯上の配慮から，長距離の一本道とならないよう適宜分岐を設けます。 

・防犯カメラ等の設置について検討します。 

Ⅵ．基本整備計画 
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６．施設計画 

 

  自然環境に配慮し，バリアフリーやユニバーサルデザインを考慮しながら，来園者が心地よく 

 利用できる施設の充実を図ります。 

（１）駐車場 

  ・遠足などでの利用を踏まえ，バスの待機スペースを含めた必要台数を確保します。 

  ・野鳥公園が広大であることや，段階的に整備を行うことを踏まえ分散配置とします。    

  ・有料化や夜間閉鎖について，周辺公園の運用も含め検討します。 

（２）トイレ 

   防犯への配慮から，道路沿いなど人目が行き届く場所に設置します。 

（３）サイン 

   園内主要箇所に，園内・周辺街区の案内サインやエコパークゾーン，野鳥の説明看板，注意 
 看板等を一体的に設置します。 

（４）管理舎 

  ・倉庫や，ボランティアの詰所等の機能を持たせます。 

  ・将来のガイダンスセンターの整備を見据え，簡素な構造とします。 

（５）遊具 

   環境学習や遠足などの利用を促進する観点からも，築山の勾配を利用した，自然を楽しめる 

  遊具の設置を検討します。 

 

 

 

 

 

 
＜アスレチック遊具の例＞ ＜アスレチック遊具の例＞ 

（８）ガイダンスセンター等 

  ・エコパークゾーンの水域を一望できる個所にガイダンスセンターを配置します。 

  ・ガイダンスセンターの整備時期や施設規模等については，野鳥の飛来状況や自然の成長， 
   公園の利用状況等を見極めながら，検討します。 

  ・ガイダンスセンターの整備や，カフェ等の利便施設の導入にあたっては，民間活力の導入 
   を検討します。 
 

＜ガイダンスセンターの例＞ 

（６）野鳥観察施設 

   湿地周辺に野鳥の観察施設を設置します。 

 

 

 

 

 

（７）環境学習広場 

   エコパークゾーンの豊かな環境に触れながら，学習ができる広場を設置します。 

 

 
 

＜観察用ついたての例＞ ＜観察用施設の例＞ 

※ガイダンスセンターに導入する機能の例 

  ・自然環境に関する学習会やイベントを開催できる場 

  ・市民団体が環境保全活動に関する会合等で使える場 

  ・自然環境に関する情報や市民団体等の取り組み等を情報発信できる場 

  ・和白干潟や園内の様子が観察できる場 

  ・飲食を伴う休息やくつろぎを提供する場 

※ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ(福岡大濠公園店)HPより 

＜利便施設の例＞ ＜ガイダンスセンターの例＞ ＜ガイダンスセンターの例＞ 

７．防犯への配慮 

＜施設配置図＞ 

つ き や ま  



Ⅶ．成長する野鳥公園の実現に向けて ～管理運営～ 
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１．みんなで関わる野鳥公園 

（１）多様な主体との連携 

   野鳥をはじめとする自然の保全等は，市民やNPO，企業等の自主的な活動が大きな役割を担って 
 いるため，魅力的な野鳥公園をつくり，育てていくためには，これらの主体と連携し，持続可能な管理 
 運営の仕組みづくりが必要です。 
 
（２）市民参加 

   市民一人ひとりの環境意識向上の観点からも，野鳥公園の管理運営に，市民が積極的に関わること 
 ができる仕組みづくりが必要です。  

２．順応的管理手法の導入 

  ○・野鳥公園の一部エリアでは，整備しながら自然の状況変化に柔軟に対応できるよう，順応的管理 
    ・手法を導入します。 

  ○・野鳥の飛来や自然の成長等について目標を設定し，定期的にモニタリングすることにより，状況を 
     把握するとともに，管理方法の見直しや，必要に応じて施設の改良を行っていきます。 

  ○・目標の設定や管理方法，モニタリングによる整備効果の検証については，有識者による学術的な 
     助言をはじめ，市民やNPO等の意見を伺いながら進めていきます。 

助言 
有識者 

＜順応的管理のイメージ＞ 

改 

良 

計
画
・設
計 

整 

備 

市民 

NPO 

  等 
連携 

【順応的管理】 

〔イメージ〕 

３．身近な環境学習の拠点づくり 

＜清掃活動＞ ＜アマモシート製作＞ ＜野鳥観察会＞ ＜環境学習＞ 

 エコパークゾーンは，１５０万の人口を抱える都心近くありながら，豊かな自然環境が存在する貴重な
空間であり，市民の環境学習の場として大変重要な役割を担っています。野鳥公園は，エコパークゾー
ンと市民との接点として，市民に身近に活用されることが重要です。 
 
（１）企画運営 

  ・野鳥公園がより多くの市民に利用され，市民の環境への関心を高めるため，専門性及び実行性を 
   持った市民やNPO等と連携した企画運営を検討します。 

  ・「野鳥公園ラウンジカフェ」でとりまとめられた活動プランをはじめ，環境学習プログラムやイベント等  
   を充実していきます。  
   
（２）エコパークゾーンや周辺緑地との連携 

  ・野鳥公園の企画運営にあたっては，和白干潟の保全や和白海域の水質・底質改善など，エコパー 
   クゾーン全体の活動と一体となった取組みが必要です。 

  ・アイランドシティ中央公園やグリーンベルト，外周緑地など，周辺緑地と連携した企画運営を検討 
   します。 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

管 

理 

（管理方法の見直し） 

周辺緑地（アイランドシティ中央公園，グリーンベルト等） 

  

野鳥公園 

エコーパークゾーンにおける取組み 

連携 

市民 

ＮＰＯ 

企業 

有識者 

＜野鳥公園の管理運営イメージ＞ 

連
携 

連
携 

共働 
維持管理 企画運営 

（順応的管理手法の導入） 



ステップ① ステップ② ステップ③

自然の成長を
学ぶゾーン

海の自然を学ぶ
ゾーン

海辺に親しむ
ゾーン

自然を楽しむ
ゾーン

ゾーン

成 長 （順応的管理） 

Ⅷ．事業スケジュール 
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自然の成長を   
学ぶゾーン 

３．供用イメージ 

・最初に着手する「身近に生きものを感じられる空間」については，はじめから全てをつくり込まず， 
 野鳥の飛来状況や自然の成長をモニタリングしながら，手を加えていきます。 

・次に，「自然に親しむ空間」については，道路などの周辺基盤整備等に合わせ，順次整備・供用 
 していきます。 
 
 

＜段階的整備のイメージ＞ 

（概ね10年間） 

湿地 

広場，築山 

外周緑地 

石組み，浅場 

ガイダンスセンター 

２．整備の進め方 

１．野鳥公園周辺の基盤整備状況 （平成26年11月現在） 

野鳥公園 

アイランドシティ中央公園 

○野鳥観察会 

○生きもの観察会 

○市民による植樹 

○生物モニタリング・研究活動 

 

活動プランの例 
（野鳥公園ラウンジカフェの成果） 

○眺望（ピクニック） 

○家族での散策 

○周辺小学校の遠足 

○市民による植樹 

○環境学習・イベント 

○野鳥に関する講演会 

○ボランティア養成講座 

○公園の管理運営に関する集会 

○野鳥に関する絵本を読む 

③ 

活動プランの例 
（野鳥公園ラウンジカフェの成果） 

活動プランの例 
（野鳥公園ラウンジカフェの成果） 

〔ステップ②〕 

〔ステップ③〕 

＜ガイダンスセンターの例＞ 

（道路供用） 

身
近
に
生
き
も
の
を

感
じ
ら
れ
る
空
間 

自
然
に
親
し
む
空
間 

 緑地 整備済

計画

 道路 整備済

計画

 分譲地 分譲済

計画

凡　　例

色なし 

〔ステップ①〕 

海の自然を    
学ぶゾーン 

順応的管理を実施 

① 

② 
④ 

① 

② 

③ 

・現在，野鳥公園及びその周辺は，造成工事（地盤改良）を行っています。 

・野鳥公園につながる道路や緑地を計画しており，順次整備を行っていく予定です。 

④ 

野鳥公園予定地 

野鳥公園予定地 

＜基盤整備の状況＞ 

 

つ き や ま  



氏  名 所　属 専  門

 大谷　鮎子
 ＮＰＯ法人
 　九州キラキラみなとネットワーク 理事長

 みなとまちづくり，市民共働

 春日井　康夫  九州大学 工学研究院 教授  海域港湾環境・防災

 小島 治幸  九州共立大学 名誉教授  海岸・海洋工学

 酒井　浩二
 国土交通省九州地方整備局
 　博多港湾・空港整備事務所 所長

 港湾環境の整備・保全

 坂井　猛  九州大学 新キャンパス計画推進室 教授  都市計画，都市設計，景観設計

 田村　耕作  日本野鳥の会 福岡支部 副支部長  自然環境，野鳥調査

 中村　由行
 横浜国立大学大学院
 　都市イノベーション研究院 教授

 沿岸環境学，環境水理学

〔参考〕 「野鳥公園整備に関する検討委員会」について 
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３．野鳥公園整備に関する検討委員会設置要綱 

第１回（平成２５年１０月３日）  

  １．これまでの野鳥公園検討の経緯  

  ２．整備にあたっての基本的な考え方  

  ３．整備にあたり必要な施設・規模・構造・機能等の検討について  

 

第２回（平成２６年１月１６日）  

  １．野鳥公園ラウンジカフェの報告  

  ２．野鳥公園整備にあたっての基本的な考え方等について  

 

第３回（平成２６年２月２１日）  

  １．エコパークゾーンにおける環境の現状  

  ２．野鳥公園前面海域に導入する機能について  

 

第４回（平成２６年６月２日）  

  １．野鳥公園整備の方向性について  

 

第５回（平成２６年１１月２５日）  

  １．野鳥公園基本計画（整備プラン）（素案）について 
 
 

２．開催状況 

１．委員名簿 

（設置） 

 第１条 野鳥公園基本計画の策定にあたり，施設整備等に関し専門的見地から意見や助言を行うと
第 １条 ことを目的として，野鳥公園整備に関する検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

 第２条 委員会の所掌事務は次に掲げるものとする。 

第 ２ (1)  野鳥公園整備計画に関する事項 

 第２ (2)  その他必要と認められる事項 

（組織） 

 第３条 委員会は，各分野の専門家等で組織する。 

（委員長） 

 第４条 委員会には委員長を置く。 

 田田２ 委員長は，委員の互選によってこれを定める。 

 田田３ 委員長は，議事その他会務の総括を行う。 

 田田４ 委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，委員長があらかじめ指名する委員が 

田 田４ その職務を代理する。 

（任期） 

 第５条 委員の任期は１年とする。ただし，補欠の委員の任期は前任者の残任期とする。 

 田田２ 委員は，再任されることができる。 

（会議） 

 第６条 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 

田 田２ 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者の会議への出席を求め，説明または 
田 田２ 意見を聞くことができる。 

（守秘義務） 

 第７条 委員は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

 第８条 委員会の庶務は，港湾局計画部環境対策課において処理する。 

（委任） 

 第９条 この要綱の定めるものの外，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に諮って 
第 ９条 定める。 

 附則 

 田この要綱は，平成２５年１０月３日より施行する。 

 附則 

 田この要綱は，平成２６年４月１日より施行する。 

◎ 

  

※ 

※ 平成26年４月から，森橋 真氏が就任 
 

（委員会設置時，五十音順，敬称略 ◎委員長） 



 発  行  日 平成２７年●月 

 発行・編集 福岡市港湾局計画部事業計画課・環境対策課 

           〒812-8620 福岡市博多区沖浜町12-1 

            TEL：092-282-7280 

            FAX：092-282-7771 

（仮称）野鳥公園基本計画（整備プラン） 案 
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